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公正競争環境整備

利便性向上(料金低廉化・提供地域拡大等)は
競争での解決が最優先

競争で解決できない部分を補完
(必要な範囲に限定)

＋ ユニバーサルサービス制度 等

通信基盤の整備は、競争による促進が第一であり、
ユニバーサルサービス制度は競争の補完的手法の一つ

ユニバーサルサービス制度の在り方
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今回のユニバーサルサービス制度の検討にあたり、
詳細は左記のような条件不利地域の実態を踏まえ、

必要な措置を講じるべき

出典：ブロードバンド基盤の在り方に関する研究会 最終取りまとめ（2022年2月2日）P.6

制度検討における基本的な考え方
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他の役務・事業と共用している設備は
真に第二号基礎的電気通信役務の用に供する

部分を明確に区別し、費用配賦が必要

接続料・補助金・第一種交付金等との
二重の支援となることは認められない

出典：ブロードバンドサービスに係る 基礎的電気通信役務制度等の在り方 答申（2023年2月7日）P.49

制度検討における基本的な考え方

（参考）当社も圧縮記帳を行っており、基地局などに対する補助金額分の減価償却費は除外している
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6制度検討における基本的な考え方

電話 ブロードバンド

適格事業者
になり得る者

NTT東西 NTT東西 その他設備設置事業者

提供条件・約款 第一号基礎的電気通信役務 第二号基礎的電気通信役務 第二号基礎的電気通信役務

接続料規制 第一種指定電気通信設備 第一種指定電気通信設備 －

小売料規制
(プライスキャップ)

特定電気通信役務 － －

ラストリゾート あまねく提供の責務 － －

交付金制度は他の規制とも密接に関連するため、
制度の検討にあたり、これら規制との関係性も考慮が必要
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本WGでの議論は
ラストリゾートの責務を負う事業者が

存在しないことが前提

▼

上記含め、前頁の規制が変更となる場合には
制度への影響を確認の上、見直しが必要

制度検討における基本的な考え方

出典：ブロードバンド基盤の在り方に関する研究会 最終取りまとめ（2022年2月2日）P.23
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9原価算定の基本的な考え方

計上されるコストは、一般・特別支援区域を問わず、
サービス維持に最低限必要な範囲に限ることが適切

競争の補完としての制度趣旨を踏まえ
支援対象は限定されるべき

▼

サービス維持に最低限必要な項目及び
その計上の基準の明確化が必要

出典：ブロードバンドサービスに係る 基礎的電気通信役務制度等の在り方 答申（2023年2月7日）P.46

出典：ブロードバンド基盤の在り方に関する研究会 最終取りまとめ（2022年2月2日）P.13
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不適切な交付金算定・交付が行われぬよう、
コスト計上の考え方に一定の制限を設けることが必要

減価償却費の扱い

現行設備
取得原価：1億

ハイスペック設備
取得原価：100億

同等設備
取得原価：10億

設備更新の場合

交付金による補てん

設備追加投資の場合
自己都合による

追加投資

交付金による補てん

コスト総額：10億 コスト総額：100億

役務維持の目的で設備更新を行う際に、
過度にハイスペックな設備へ更新

事業者都合による過度な追加投資
（災害等のやむを得ない事情がある場合を除く）

【不適切な例】
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11未利用芯線数のコスト等について

自社FTTH分
55芯

未利用芯分
30芯

他社利用分
15芯

ユニバ対象

個別負担

案分して追加

未利用芯分の追加コストを案分するというNTT東西殿の提案について、
支援区域は未利用芯の比率が高いと考えられ、負担額の増分も考慮が必要

支援区域で発生する
追加コスト（例）

特別支援区域

ケーブル全体コスト/25円

自社FTTH分
15芯

未利用芯分
75芯

他社利用分
10芯

支援区域で発生する
追加コスト（例）

ユニバ対象

案分して追加

個別負担

特別支援区域

ケーブル全体コスト/70円

前回WGにおけるNTT東西殿資料に基づく 想定される実態（一例）

ケーブル全体コスト/70円
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12未利用芯線数のコスト等について

個別負担額が高額となる場合、他社利用がなされないことにより
提供事業者の採算性が向上せず、結果として交付金の減少につながらないおそれ

個別負担する場合

接続料へ算入する場合

影響を比較評価

他社利用分に関して、個別負担した場合と全国接続料へ算入した場合で影響を評価し、
競争事業者の意見を踏まえた上で、改めて取り扱いを検討することも考えられる

ケーブル全体コスト/25円

自社FTTH分
15芯

未利用芯分
75芯

他社利用分
10芯

支援区域で発生する
追加コスト（例）

ユニバ対象

案分して追加

個別負担

特別支援区域
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13利用部門コストの算定

競争対応費用等の利用部門コストは、
オペレーションコスト等の役務維持に最低限必要な費用を除き除外すべき

支援区域は1社提供が前提であり
需要発生時にユーザ獲得が可能と考えられ

回線獲得に要する費用※は除外すべき

※宣伝費ほか販売促進費等

選択

宣伝

宣伝
事業者 A

事業者 B

適格事業者

支援対象区域
（1社提供地域）

競争地域

出典：ブロードバンドサービスに係る 基礎的電気通信役務制度等の在り方 答申（2023年2月7日）P.47
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受益の程度は利用者数に比例するため、
算定単位として「回線数」を使用

・
受益が想定されない

「専用役務」「閉域網通信」
「IoT端末との通信」は負担金の対象外

負担金算定の基本的な考え方

出典：ブロードバンドサービスに係る 基礎的電気通信役務制度等の在り方 答申（2023年2月7日）P.59

出典：ブロードバンドサービスに係る 基礎的電気通信役務制度等の在り方 答申（2023年2月7日）P.61

出典：ブロードバンドサービスに係る 基礎的電気通信役務制度等の在り方 答申（2023年2月7日）P.62

回線数・利用形態を正確に把握の上
受益の程度に応じた負担金算定が必要
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16受益の程度に応じた負担金算定

周波数を一体的に運用して1回線として提供している場合、
受益の程度に応じた負担金算定(=1回線分)とすべき

出典：当社ウェブサイト

他社(WCP)の周波数を利用

【一体的運用の例：キャリアアグリゲーション】

＝ X円

回線単価をX円とした場合、
受益の程度の1回線分で算定※

※周波数を一体的に運用している旨を
卸先事業者→卸元事業者に報告し
負担金算定よりと除外する仕組みを想定
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17回線数・利用形態の正確な把握

出典：ブロードバンドサービスに関するユニバーサルサービス制度における交付金・負担金の算定等に関するワーキンググループ（第2回）資料3 NTTドコモ 説明資料 より抜粋

通信モジュールに限らず、集合住宅向けサービスや
周波数の一体的運用を行っている回線等の把握も必要

最終利用者の利用形態を正確に把握可能とする仕組みづくりが必要
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